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保護者の皆様へ

荒尾市立府本小学校長

全国緊急事態宣言発令下における今後の学校運営について

保護者の皆様、子どもたちにとっても、不安な日々が続いていることとお察しいたしま

す。全国、全世界で、私たちはこの感染症と闘っており、しのびよってくる不安が募る一

方ですが、力を合わせて乗り越えていかねばなりません。

そこで、荒尾市教育委員会の指導のもと、下記のような方向で今後の学校教育を進めて

いくこととなりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

記

１ 児童の状況把握について

２週間休みが続きますが、木曜と金曜（4/23,24 および 4/30.5/1)に電話等で家庭で
の様子を確認させていただきます。着信不在の際は、折り返しのお電話をいただけれ

ば幸いです。

（平日学校は開いていますが、職員は約１／２在宅勤務を行っています。）

２ 学校再開について（現時点）

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

5/3 休み 5/4 休み 5/5 休み 5/6休み 5/7 午前授業 5/8 午前授業 5/9休み

5/10休み 5/11午前授業 5/12午前授業 5/13午前授業 5/14午前授業 5/15午前授業 5/16休み

5/17休み 5/18給食開始（平常日課が再開される予定）～

※５／７～５／１５まで午前中授業。１１：５５一斉下校。

３ 学校行事等について

○５／３１運動会は中止します。（秋以降、それに準ずる行事ができればと考えます。）

○５年生の集団宿泊教室（６／２３．２４）は秋以降へ延期します。

○夏休みも短縮する予定です。（７／２９～８／２３予定）

４ 伝統行事・茶摘みについて

○適した八十八夜は５月１日ですが、生育の関係もあり、府本地区協議会とも相談のう

え、児童をいれず別途実施の予定です。

５ PTA総会資料について（PTA執行部からのお願い）

○登校日に配付予定でしたができません。そこで「児童の下駄箱に資料を入れています」

ので、保護者に取りにおいでいただき（平日午後５時まで）、「承諾書は学校ポストに入れ

る」よう、お願いします。

（４月末までにお願いします。）


